保育所・通所施設における感染症対策チェックシート（新型コロナウイルス感染症）
　
記入年月日：　　年　　月　　日　　　　　　施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　記入者：　　　　　　　　
１．健康管理
· 園児・通所利用者・職員の基礎疾患を把握し、健康管理を毎日実施している。
· 症状等の感染兆候を早期に把握し、早期に受診・検査できている。（受診を勧めている）
· 類似症状が特に園児や通所利用者から多発した場合に、察知できる体制が整っている。
· 発症から５日を経過し、かつ症状軽快後24時間を経過するまでは休んでもらうようにしている。
２．手洗い、マスク
· 流水と石けんによる手洗いの励行や、擦式手指消毒薬による手指消毒を実施している。
· 体液（鼻水、痰、唾液等）に触れた場合には手洗いを徹底している。
· 外部者に対して手指消毒や咳があればマスク着用を促している。

· 有症状時は可能な範囲でマスクの着用を実施している。（乳幼児については以下　※参考）
３.環境整備
□ 換気を励行し空気の流れを作っている（換気 :   回/時）
　 □ 有症状者はお迎えまでの時間は、別室で保育・看護するなどコホーティングしている。
□ 手洗い場に石けんが設置されている。（液体・固形・その他）

□ 手洗い後に使用するタオルは個人専用または使い捨てにしている。
□ 手すり、ドアノブ、テーブル等高頻度接触部位の消毒は毎日行っている。
□ 消毒薬は濃度70％以上95％以下の消毒用エタノール等を使用している
　　→別の薬品を使用している場合：消毒薬品名（　　　　　　　　）
□ 外部者に対して流行状況がわかるような周知をしている。
□ 施設内流行時は他のクラスや多くの利用者と交流するようなイベントは必要最小限に留め
ている

４．施設内感染予防対策
□ 疾患別の対策や患者発見時の対応について記載されたマニュアルを作成し、また必要に応じ更新している。
□ マニュアルの内容や更新について職員に周知している。
□ 感染防止対策について、周知徹底や啓発のために全職員に対し研修を行っている。
5． 体制整備
□ 感染症対策に関して、施設内の報告体制や責任者が規定されている。
□ 市町村の社会福祉施設等主管部局及び保健所への連絡方法を把握している。
□ 嘱託医療機関に流行状況について報告を行った。（または今後行う予定である。）
	　　


６．その他
※参考：こども家庭庁2018（平成30年）年3月（2023（令和5）年5月一部改訂）保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）P45より一部抜粋

マスクの着用について乳幼児については、２歳未満では、息苦しさや体調不良を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、着用は勧められていない。2歳以上についても、マスクの着用は求めていないことに留意する必要がある

